
さいたま市告示第１６４３号 
 
公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関

する条例第３条第１項の規定により、次のとおり指定する。 
 

令和７年１０月２４日 
 

さいたま市長 清水 勇人 
 
１ 指定管理者に管理を行わせる施設 
⑴ 所在地 さいたま市緑区大字三室１３０５番１の一部 
⑵ 名 称 三室中央公園 
 

２ 指定管理者に指定する団体 
⑴ 所在地 さいたま市緑区東浦和１丁目２１番地３ 
⑵ 名 称 ヌゥパーク共同企業体 
⑶ 代表者 株式会社内田緑化興業 代表取締役 殿井 正仁 

 
３ 指定する期間 
  令和 ７年１０月２５日から令和２７年 ９月３０日まで 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市局 みどり公園推進部 南部公園整備課 告示期間の期限日（１１月７日まで） 


